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条 例

　川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。

　　令和４年９月13日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第29号

　　　川崎市職員の育児休業等に関する条例の一

　　　部を改正する条例

　川崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年川崎

市条例第２号）の一部を次のように改正する。

　第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職

員」を「非常勤職員であって、次のいずれかに該当する

もの」に改め、同号ア（ア）中「第２条の４」を「当該

子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休

業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６

月を経過する日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該

子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。

　　イ　次のいずれかに該当する非常勤職員

　　　（ア） 　その養育する子が１歳に達する日（以下

「１歳到達日」という。）（当該子について

当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日。

以下この号において同じ。）において育児

休業をしている非常勤職員であって、同条

第３号に掲げる場合に該当して当該子の１

歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの　

　　　（イ） 　その養育する子の１歳６箇月到達日にお

いて育児休業をしている非常勤職員であっ

て、第２条の４に規定する場合に該当して

当該子の１歳６箇月到達日の翌日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようと

するもの

　　　（ウ） 　その任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員であ

って、当該任期を更新され、又は当該任期

の満了後引き続いて特定職に採用されるこ

とに伴い、当該育児休業に係る子につい

て、当該更新前の任期の末日の翌日又は当

該採用の日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの

　第２条第４号ウ及びエを削る。

　第２条の３第３号ア及びイ以外の部分を次のように改
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める。

　⑶ 　１歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育する

非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当す

る場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当

して育児休業をしている場合であって第３条第７号

に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場

合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある

場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）　

当該子の１歳６箇月到達日

　第２条の３第３号中イをウとし、同号ア中「非常勤職

員がする」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

てする」に、「配偶者がする」を「配偶者が同号に掲げ

る場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改

め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加

える。

　　ア 　当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児

休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする

地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた

日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日

が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をする場合にあ

っては、当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合

　第２条の３第３号に次のように加える。

　　エ 　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１

歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に

該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲

げる場合に該当して育児休業をしたことがない場

合

　第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。

　 　育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１

歳６箇月から２歳に達するまでの子を養育する非常勤

職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合

（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業を

している場合であって次条第７号に掲げる事情に該当

するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する

場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては

同号に掲げる場合に該当する場合）とする。

　　第２条の４中第２号を第３号とし、第１号を第２号

とし、同条に第１号として次の１号を加える。

　⑴ 　当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌

日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当

し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児

休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の

期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

　第２条の４に次の１号を加える。

　⑷ 　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳

６箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当

して育児休業をしたことがない場合

　第２条の５を削る。

　第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号

を第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定

めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤

職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当

該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引

き続いて特定職に」に、「、当該任期」を「、当該育児

休業に係る子について、当該更新前の任期」に、「当

該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号

を同条第７号とする。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間）

第３条の２　育児休業法第２条第１項第１号の条例で定

める期間は、57日間とする。

　第11条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間

勤務計画書」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和４年10月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出し

た職員に対する改正前の条例第３条（第５号に係る部

分に限る。）及び第11条（第６号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、なお従前の例による。

規 則

　川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　令和４年９月６日

　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第55号

　　　川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正

　　　する条例の一部の施行期日を定める規則

　川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例

（平成31年川崎市条例第19号）（第２条並びに附則第５

項及び第６項の規定に限る。）の施行期日は、令和４年
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10月１日とする。

　　　───────────────────

　川崎市健康増進法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第56号

　　　川崎市健康増進法施行細則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市健康増進法施行細則（平成15年川崎市規則第68

号）の一部を次のように改正する。

　第５条第１項中「特定給食施設開始届」を「特定（小

規模）給食施設開始届」に改め、同条第２項中「特定給

食施設変更届」を「特定（小規模）給食施設変更届」に

改め、同条第３項中「特定給食施設休止（廃止）届」を

「特定（小規模）給食施設休止（廃止）届」に改める。

　第10条を第11条とし、第９条を第10条とする。

　第８条中「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を

供給する施設（特定給食施設を除く。以下「小規模給食

施設」という。）」を「小規模給食施設」に改め、同条を

第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。

　（小規模給食施設の届出）

第 ８条　保健所長は、特定かつ多数の者に対して継続的

に１回50食以上又は１日100食以上の食事を供給する

施設（特定給食施設を除く。以下「小規模給食施設」

という。）の設置者に対し、給食の開始の日から１月

以内に特定（小規模）給食施設開始届を提出するよう

求めるものとする。

２ 　保健所長は、次に掲げる事項に変更があった小規模

給食施設の設置者に対し、変更の日から１月以内に当

該変更の内容を記載した特定（小規模）給食施設変更

届を提出するよう求めるものとする。

　⑴ 　小規模給食施設の名称又は所在地

　⑵ 　小規模給食施設の設置者の氏名又は住所（法人に

あっては、小規模給食施設の設置者の名称、主たる

事務所の所在地又は代表者の氏名）

　⑶ 　小規模給食施設の種類

　⑷ 　給食の開始日又は開始予定日

　⑸ 　１日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

　⑹ 　管理栄養士又は栄養士の員数

３ 　保健所長は、給食を休止し、又は廃止した小規模給

食施設の設置者に対し、給食の休止又は廃止の日から

１月以内に特定（小規模）給食施設休止（廃止）届を

提出するよう求めるものとする。

　第２号様式から第４号様式までを次のように改める。
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第３号様式 
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第４号様式 
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　第８号様式を次のように改める。

第８号様式 
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和４年11月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる

告 示

川崎市告示第482号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和４年９月１日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　指定する区域

　川崎市幸区北加瀬2丁目585番１（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物
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川崎市告示第483号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号）第８条第１項の規定に基づき、次のと

おり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条

第２項の規定に基づき準用する同条例第７条第４項の規

定に基づき告示する。

　令和４年９月１日

　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦　　

指定の効力

発生年月日

指　定　場　所

指　定　区　域 区　域　図

令和４年９月１日 川崎駅東口周辺 別図のとおり
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川崎市告示第484号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和４年９月１日

　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　川崎市川崎区小田栄二丁目3番52の一部（別図のとお

り）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　鉛及びその化合物

３ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　鉛及びその化合物
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川崎市告示第485号

　川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）第７条

第４項の規定により、同条第１項に規定する作業報酬下

限額を次のとおり定めたので、告示します。

　　令和４年９月２日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業

務委託契約に係る作業に従事する者に支払われるべき作

業報酬下限額

　1,118円

　　　附　則

　この告示は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市告示第486号

　川崎市公印規則（昭和39年川崎市規則第６号）第８条

第１項の規定により、次の名称の公印を改刻しましたの

で、同規則第９条の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月２日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　介護保険事務専門区長印

　⑴ 　使用開始日　　　　令和４年９月５日

　⑵ 　専用公印　　　　ひな形番号　２

　⑶ 　書　　　体　　　　れい書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方６mm

　⑸ 　保管場所及び個数　麻生区役所地域みまもり支援

センター高齢・障害課　１個

　⑹ 　印　　　影

　　　───────────────────

川崎市告示第487号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月６日

                      川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車          2,500円

　　　原動機付自転車  5,000円

　　　自動二輪車     10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第１４条に基づき売却その他の

処理をします。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第488号

　　　健全化判断比率の公表について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年

法律第94号）第３条第１項の規定に基づき、健全化判断

比率を公表します。

　　令和４年９月７日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　令和３年度決算に基づく健全化判断比率　（単位：％）

実質赤字比率
連結実質

赤字比率

実質公債費

比率
将来負担比率

―

（11.25）

―

（16.25）

8.5

（25.0）

123.4

（400.0）

１ 　表中の括弧内の数値は川崎市に適用される早期健全

化基準である。

２ 　表中の「実質赤字比率」及び「連結実質赤字比率」

における「―」の記号は、赤字となっていないことを

表示している。

　　　───────────────────

川崎市告示第489号

　　　資金不足比率の公表について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年

法律第94号）第22条第１項の規定に基づき、資金不足比

率を公表します。

　　令和４年９月７日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　令和３年度決算に基づく資金不足比率　　（単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率

病院事業会計 ―

下水道事業会計 ―

水道事業会計 ―
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工業用水道事業会計 ―

自動車運送事業会計 ―

卸売市場事業特別会計 ―

港湾整備事業特別会計 ―

生田緑地ゴルフ場事業特別会計 ―

１　川崎市に適用される経営健全化基準は20.0％である。

２　表中の「資金不足比率」における「―」の記号は、

資金不足となっていないことを表示している。

　　　───────────────────

川崎市告示第490号

　　　指定障害児相談支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の32第１

項の規定により、指定障害児相談支援の事業の廃止の届

出がありましたので、同法第24条の37第２項の規定に基

づき別表のとおり告示します。

　　令和４年９月８日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止年月日 事業所番号

株式会社ペスカ コンサルキッズペスカ 川崎市川崎区池上新町２－５－10 障害児相談支援 令和４年６月30日 1475000343

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第491号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　令和４年９月８日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号

社会福祉法人　青丘社 ちぇりー
川崎市川崎区桜本

１－８－６
放課後等デイサービス 令和４年７月31日 1455000131

株式会社　木所 こどもプラス東高津校
川崎市高津区坂戸

３丁目１－３　101
児童発達支援 令和４年７月31日 1455300135

株式会社　木所 こどもプラス東高津校
川崎市高津区坂戸

３丁目１－３　101
放課後等デイサービス 令和４年７月31日 1455300135

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第492号

　　　指定特定相談の事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の25第４項の

規定により、指定特定相談事業の廃止の届出がありまし

たので、同法第51条の30の規定に基づき別表のとおり告

示します。

　　令和４年９月８日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止年月日 事業所番号

社会福祉法人　

三篠会

ソレイユ川崎相談

支援事業所

川崎市麻生区万福寺１丁目１－１

新百合ヶ丘シティビル304
計画相談支援 令和４年７月31日 1435600521

社会福祉法人　

三篠会

相談支援事業所　

みずさわ
川崎市宮前区水沢３－６－50 計画相談支援 令和４年７月31日 1435501018

一般社団法人

ひまわり倶楽部

相談支援事業所

アイアム

川崎市麻生区片平３丁目６番８　

サンクレスト寺台110
計画相談支援 令和４年７月31日 1435600661

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第493号

　　　指定障害児相談支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の32第１

項の規定により、指定障害児相談支援の事業の廃止の届

出がありましたので、同法第24条の37第２項の規定に基

づき別表のとおり告示します。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止年月日 事業所番号

社会福祉法人　

三篠会

ソレイユ川崎

相談支援事業所

川崎市麻生区万福寺１丁目１－１

新百合ヶ丘シティビル304
障害児相談支援 令和４年７月31日 1475600209

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第494号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ストルーチェ
こぱんはうすさくら　

稲田堤教室

川崎市多摩区菅３丁目11－１

Ｂ号棟
児童発達支援 令和４年９月１日 1455400547

株式会社ストルーチェ
こぱんはうすさくら　

稲田堤教室

川崎市多摩区菅３丁目11－１

Ｂ号棟

放課後等

デイサービス
令和４年９月１日 1455400547

株式会社学研

ココファン・ナーサリー
クロッカ川崎高津 川崎市高津区蟹ケ谷265－５ 児童発達支援 令和４年９月１日 1455000598

合同会社ペルトコルテ
放課後等デイサービス

ウィズ・ユー川崎平間

川崎市幸区下平間40－36

サーエーラ田辺
児童発達支援 令和４年９月１日 1455100469

合同会社ペルトコルテ
放課後等デイサービス

ウィズ・ユー川崎平間

川崎市幸区下平間40－36

サーエーラ田辺

放課後等

デイサービス
令和４年９月１日 1455100469

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第495号

　　　指定障害児相談支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第16 ４号）第24条の28第

１項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を

行いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき

別表のとおり告示します。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ｔｏｎａｒａ
相談支援事業所

ひまわり
川崎市中原区井田中ノ町26番地４ 障害児相談支援 令和４年９月１日 1475200687

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第496号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社ケアセンター

カノア
ケアセンターカノア

川崎市中原区井田

一丁目７番30号
居宅介護 令和４年９月１日 1415201274

株式会社ケアセンター

カノア
ケアセンターカノア

川崎市中原区井田

一丁目７番30号
同行援護 令和４年９月１日 1415201274

ＫＳＣ合同会社
ほほ笑みケアステーション

子母口

川崎市高津区子母口974番地

７グリーンコープ子母口206

号室

行動援護 令和４年９月１日 1415301124

株式会社ＬＩＴＡＬＩ

ＣＯパートナーズ

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス

新百合ヶ丘

川崎市麻生区万福寺

１丁目２－３　農住ビルアー

シス２Ｆ　201号室

就労移行支援

（一般）
令和４年９月１日 1415600970

合同会社シフクノオト くるみ 川崎市多摩区登戸3230
就労継続支援

Ａ型
令和４年９月１日 1415401288

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市告示第497号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　令和４年９月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社ケアセンター

カノア
1475203244 ケアセンターカノア 川崎市中原区井田１丁目７番30号 訪問介護　居宅介護支援
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特定非営利活動法人

あいの木かわさき
1495600676 利家庵　高石の丘 川崎市麻生区高石５-25- ７

認知症対応型通所介護　

介護予防認知症対応型通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第498号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　令和４年７月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

アースサポート株式会社 1475200018 アースサポート川崎 川崎市中原区新丸子町761番５号

福祉用具貸与　

介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

株式会社ウチダ 1495400614 レコードブック登戸 川崎市多摩区宿河原１-６-１ 地域密着型通所介護

株式会社旭日 1495000562
デイサービスセンター

はれやか
川崎市川崎区昭和２-４-３ 地域密着型通所介護

株式会社ユーフォリア

ファミリー
1495300608

リハビリ＆フィットネス

Ｂ－ボーン

川崎市高津区二子５-10- １　

フルリール二子102
地域密着型通所介護

ソフトリハ株式会社 1475602460
ソフトリハ居宅介護

支援事業所

川崎市麻生区岡上1441番地22

スターホームズ鶴川302号室
居宅介護支援

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第499号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、令和４年９月２日招集の令和４年第４

回川崎市議会定例会において、令和４年９月６日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　令和４年度川崎市一般会計補正予算

　令和４年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

571,578千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ885,008,719千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

　　令和４年９月12日提出

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市告示第500号

　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）

第６条第１項の規定に基づき令和４年８月１日付けで交

付した記号50番号1579193枝番04の被保険者証は、次の

事由により令和４年８月25日付けをもって無効とします。

　　令和４年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

無効の事由　紛失のため

　　　───────────────────

川崎市告示第501号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　 2,500円

　　　原動機付自転車 　5,000円

　　　自動二輪車　　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

　（別紙省略）

公 告

川崎市公告第1000号

　次の公園墓地管理手数料に係る納入通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第23 １条の３第４

項で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条

の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 手数料種別 期別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度

公園墓地

管理手数料

令和

４年度分
なし 計650件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1001号

　一般競争入札について次のとおり公告します。  

　　令和４年９月２日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
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(案件１)

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市保管土地図図葉調製委託

履行場所 川崎市内全域

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「地図調製」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月４日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件２)

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎富士見球技場照明塔モニュメント広場整備等実施設計業務委託

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目地内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「造園部門」

で登録されている者。

⑷ 　主任技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：都市及び地方計画）、技術士（総合技術監理

部門：建設－都市及び地方計画）又はＲＣＣＭ（造園）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月４日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件３)

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃その２）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期間 令和５年３月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月４日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　 詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

(案件４)

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内都市計画道路東京丸子横浜線（側道）一般構造物詳細設計委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目地先

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。 

　ア 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：道路）又はＲＣＣＭ（道路）部門のいず

れかの資格を有する者。なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。 

　イ 　担当技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ （鋼構造及びコ

ンクリート）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月４日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1002号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名 
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　　 　令和４年度風しん追加的対策事業におけるクーポ

ン券作成・封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当

指定場所

　⑶ 　履行期間 

　　　令和４年９月20日から令和４年11月４日まで 

　⑷ 　委託概要

　　 　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生

まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び

予防接種法第５条第１項の規定に基づく風しんの第

５期の定期接種の実施における、帳票作成及び封入

封緘の委託業務

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和４・５年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市又はその他官公庁で、種類及び

規模をほぼ同じくする契約に係る履行実績があるこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争参加の申込をしなければなりません。 

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先 

　　　〒212-0013 

　　 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西

館12階

　　 　健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当　担当

　田村

　　 　電話　044－200－2440　FAX　044－200－3928

　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間 

　　 　令和４年９月５日(月)から令和４年９月９日(金)

まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時(土

曜日、日曜日及び祝日を除く)

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。 

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド

レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和４年９月12（月）までに通知書を交付又は電

子メールで送付します。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。また、入札説

明書は３⑴の場所において、令和４年９月５日(月)

から令和４年９月９日(金)まで(土曜日、日曜日及

び祝日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで)縦覧に供する他、以下のとおり

川崎市のホームページにて閲覧することができます。

　【川崎市ホームページ　入札説明書掲載場所】

　トップページ

　＞くらし・手続き

　＞医療・健康・衛生・動物 

　＞予防接種

　＞事業者の方へ

　＞ 令和４年度風しん追加的対策事業におけるクーポン

券作成・封入封緘業務委託に係る契約　

　一般競争入札について

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和４年９月12日(月)から令和４年９月13日(火)

まで

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年９月14日(水)までに、確認通知書を交付

した全社宛てに、電子メールで送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。
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　⑴ 　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和４年９月16日(金)　午後２時

　　ウ 　入札場所

　　　 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア

東館10階　健康福祉局会議室

　　エ 　入札金額は仕様書に記載された予定数量に単価

を乗じた金額の合計額となります。

　　　 　入札(見積)書及び入札(見積)書内訳書をそれぞ

れ作成してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。 

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。 

８ 　契約の手続等 

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、以下のとおり川崎市のホームページにて閲覧す

ることができます。 

　【川崎市ホームページ　契約条項等掲載場所】

　トップページ

　＞くらし・手続き

　＞医療・健康・衛生・動物 

　＞予防接種

　＞事業者の方へ

　＞ 令和４年度風しん追加的対策事業におけるクーポン

券作成・封入封緘業務委託に係る契約　

　一般競争入札について

９ 　その他 

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりとなります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1003号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和４年９月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区南野川３丁目1164番１

　　　　　　　　　　　　　　　ほか１筆

　　　　　　　　　　　　　　　　1,052平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市西区南軽井沢５番地１

　　株式会社　あさひハウジングセンター　

　　代表取締役　香山　裕司

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　計画戸数:12戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年３月24日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第111号

　　　───────────────────

川崎市公告第1004号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築造主

住所・氏名

川崎市高津区久地四丁目９番26号

川邊　章三

道路位置の地

名・地番

川崎市高津区久地四丁目727番９の一部、727

番14の一部、727番15の一部、727番16の一部、

727番17の一部　別図省略
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幅員

4.50メートル

延長

29.66メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第209号 指定年月日 令和４年９月７日

　　　───────────────────

川崎市公告第1005号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎競輪場バンク改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目１番６号

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ア）令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　　※ 上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。

　エ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されてい

ること。

　オ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　カ　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

　ウ 　次の（ア）（イ）（ウ）のすべての条件を満たす建設工事の完工実績（元請けに限る。）を平成

19年４月１日以降に有すること。ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割

合が20％以上であること。

　　（ア）日本国内の競輪場における工事であること。

　　（イ）競輪場走路のアスファルト舗装工事面積2,500㎡以上であること。

　　（ウ）クラック補修工事及び保護シーリング（ウォークトップ舗装）のみの工事は除くこと。

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　イ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　ウ　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　エ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。
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※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ

ん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 臨港道路東扇島水江町線（臨港警察署前）交差点改良（その２）工事

履行場所 川崎市川崎区池上新町３丁目１番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ア）令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　　※ 上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されてい

ること。

　カ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
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参 加 資 格

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和　４年10月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道宮前７号線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市宮前区南平台２番地先

履行期間 契約日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田緑地樹林地再整備工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１－１地内

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は７，00 ０万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月５日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸土地区画整理事業管理用地等維持等（その２）工事

履行場所 川崎市多摩区　登戸土地区画整理事業地内

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平瀬川支川護岸改修工事

履行場所 川崎市多摩区長沢２丁目５番地先

履行期間 契約日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ
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参 加 資 格

　　　　ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日進町自転車等保管所改築工事

履行場所 川崎市川崎区日進町35番３

履行期間 契約日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シス

テムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 田村橋ほか７橋耐震補強工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場１丁目18番地先ほか７箇所

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が３，50 ０万円（建築一式工事の場合は７，00 ０万円）未満となっ

た場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南百合丘小学校給食室等増築その他工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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参 加 資 格

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。 

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」 及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。  

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナ関連施設内附帯施設新築その他工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島93番地内

履行期間 契約の日から令和５年８月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ
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参 加 資 格

　　　　ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月18日　17時　00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。 

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」 及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと します。詳細は、

評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。  

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 さいわい健康福祉プラザ・幸こども文化センター外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目11番地５

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書において、業種「塗装」の完成工事高が全ての

種類別完成工事高の中で最多であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月30日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 柿生学園厨房設備改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区五力田２丁目20番10号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。
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⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は６，00

０万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

 

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小杉町ポンプ場水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目27 １番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月28日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1006号

　指定管理者の公募について次のとおり公告します。

　　令和４年９月７日

　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　管理を行わせる施設の名称及び所在地

　　川崎港コンテナターミナル関連施設　　

　 　川崎市川崎区東扇島82番の内、83番１の内、84番の

内、85番の内、92番地、93番地

２　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

　 　川崎市港湾施設条例、川崎市港湾施設条例施行規則

のほか、詳細については指定管理仕様書に定める。

３　指定予定期間

　　令和５年４月１日から令和８年３月31日まで

４　応募資格

　 　申請ができる者は、京浜港の港湾運営会社の指定を

受けた株式会社、又は当該株式会社が港湾施設の運営

に実績のある者と結成する共同事業体のいずれかとす

る。ただし、当該株式会社（共同事業体による申請の

場合は、構成員の全ての者。ただし、下記⑺について

は、共同事業体として共有の規定でも構わない。）が、

次の条件を満たしている場合に限ります。

　⑴ 　団体又はその代表者が契約を締結する能力を有す

る者又は破産者で復権を得ている者

　⑵ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第２項の規定により市における一般競争入札

の参加を制限されていない者

　⑶ 　市から指名停止措置を受けていない者

　⑷ 　団体又はその代表者が地方税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立をしない者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立を

していない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市と神奈川県警察との間で

締結する「指定管理者制度における暴力団排除に関

する合意書」において排除措置の対象者とされてい

ない者

※排除措置の対象となる場合

　・ 法人等の役員等経営に関与する者（以下「役員等」

という。）に、暴力団員又は暴力団員でなくなった

日から５年を経過していない者（以下「暴力団員等」

という。）が含まれている場合

　・ 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等を使用し

ている場合

　・ 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等に対し

て、金銭、物品その他財産上の利益を供与している

場合

　・ 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な

交際をしている場合

　・ 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等が実質的

に支配している法人その他の団体を利用している場

合

　⑺ 　コンプライアンスに関する規程（行動指針や推進

体制等、コンプライアンスの取組に関する基本事項

を定めたもの）を有している者

５　指定申請の方法

　⑴ 　応募書類の配布期間及び配布方法

　　 　令和４年９月７日 (水) から市の管理する公式ホ

ームページにて配布します。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　川崎港コンテナターミナル関連施設指定管理申

請書（様式１）

　　イ 　法人等の概要書（現に行っている業務の概要を

記載した書類）（様式２）

　　ウ 　指定予定期間に属する各年度の港湾施設の管理

に係る事業計画書（様式３）及び収支計画書（様

式４）

　　エ　定款（申請時最新のもの）

　　オ 　登記事項証明書（申請時より３か月以内に発行

されたもの）
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　　カ 　提出日の属する事業年度及び翌事業年度におけ

る法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予

算書

　　キ　役員の名簿及び履歴書

　　ク 　川崎港コンテナターミナル関連施設運営事業に

係る組織及び運営事業に関する事項を記載した書

類

　　ケ 　指定管理者制度における暴力団排除に係る合意

書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式５）

　　コ　誓約書（様式６）

　　サ 　コンプライアンス（法令順守）に関する申告書

（様式７）

※ 過去２年間に次のような事由があった場合には具体的

な内容を記載し、該当事由がない場合は、その旨を記

載し提出してください。

　　　(ア) 　市からの指名停止に該当する事由があった

場合

　　　　　 　（川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱に規定する措置要件への該当の有無で判断）

　　　(イ)　法人・団体に次の事由があった場合

　　　　　 　労働基準法（昭和22年法律第49号）、不正

競争防止法（平成５年法律第47号）、特定の

業種の営業について特別の定めを置く法律

（食品衛生法（昭和22年法律第233号）、警備

業法等（昭和47年法律第117号）（いわゆる「業

法」））、その他の法令の違反により、公訴を

提起され、又は、行政庁による監督処分がな

された場合

　　　(ウ) 　法人・団体の役員又はその使用人による次

の事由があった場合

　　　　　 　業務上の贈賄、横領、窃取、詐取、器物損

壊その他の設置・運営法人としての健全かつ

適切な運営に重大な支障を来す行為、又はそ

のおそれがある行為があった場合

　　　　※ 決定結果に関する通知が到達するまでの間

は、本件提案に係る提出書類の提出後であっ

ても、上記(ア) ～（ウ）の事由が生じた場

合は、速やかに書面にて報告してください。

事由によっては再審査を行う場合があります。

　　シ 　コンプライアンスに関する規程（行動指針や推

進体制等、コンプライアンスの取組に関する基本

事項を定めたもの）

　　ス　財務分析に必要な書類

　　　(ア) 　直近３期分の損益計算書、株主資本等変動

計算書、個別注記表

　　　(イ)　直近３期分の貸借対照表

　　　(ウ)　直近３期分の財産目録

　　　(エ)　直近３期分の監査報告書

　　　(オ) 　直近２年分の納税証明書（市民税(法人)納

税証明書、固定

　　　　　 　資産税・都市計画税(土地・家屋)納税証明

書、消費税及び地方消費税等の納税証明書）

　　　(カ)　申請日前１月以内の預金残高証明書

　　　(キ)　債務状況自己申告書

　　　(ク) 　その他、応募団体の経理状況の審査に必要

と認められる書類

　　セ　その他市長が必要と認める書類　

　⑶ 　指定申請の期間

　　 　令和４年10月３日（月）から令和４年10月７日

（金）まで（午前９時から午後５時まで）

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送による提出の場合は、10月７

日（金）午前中必着。郵送後、電話にて郵送で送っ

た旨を連絡してください。なお、申請書類等一式は

返却しません。）

　⑸ 　問い合わせ先

　　　川崎市港湾局川崎港管理センター港営課

　　　住所　　 〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番

地１

　　　　　　　（川崎市港湾振興会館業務棟４階）

　　　電話　　044－287－6028

　　　ＦＡＸ　044－287－6038

　　　───────────────────

川崎市公告第1007号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区東有馬４丁目404番４の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　 961平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区有馬一丁目23番12号

　 　神奈川グランディハウス株式会社　代表取締役　大

竹順一

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年３月９日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第106号

　　　───────────────────

川崎市公告第1008号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく新設の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条
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第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の新設の届出が

なされたので、同条第３項の規定により次のとおり公告

します。

　　令和４年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ヤオコー川崎枡形店

　　川崎市多摩区枡形一丁目1191番１ 　ほか

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　株式会社ヤオコー

　　代表取締役　川野　澄人

　　埼玉県川越市新宿町一丁目10番地１

３ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

名称 代表者 住所

株式会社ヤオコー
代表取締役

川野　澄人

埼玉県川越市新宿町

一丁目10番地１

ほか未定

４ 　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和５年７月１日

５ 　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　3,680平方メートル

６ 　大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項

　⑴ 　駐車場の位置及び収容台数

　　　・駐車場１（店舗建物１階）

　　　　収容台数　81台

　　　・駐車場２（店舗建物１階）

　　　　収容台数　58台

　⑵ 　駐輪場の位置及び収容台数

　　　・駐輪場１（店舗建物１階）

　　　　収容台数　50台

　　　・駐輪場２（店舗建物１階）

　　　　収容台数　48台

　　　・駐輪場３（店舗建物１階）

　　　　収容台数　30台

　　　・駐輪場４（店舗建物１階）

　　　　収容台数　９台

　　　・駐輪場５（店舗建物１階）

　　　　収容台数　27台

　⑶ 　荷さばき施設の位置及び面積

　　　店舗建物１階

　　　面積　68.0平方メートル

　⑷ 　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　　　・廃棄物保管施設１（店舗建物１階）

　　　　容量　54.90立方メートル

　　　・廃棄物保管施設２（店舗建物１階）

　　　　容量　12.60立方メートル

７ 　大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

　⑴ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時

刻及び閉店時刻

　　　開店時刻　午前８時　

　　　閉店時刻　午後10時45分

　⑵ 　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前７時30分から午後11時00分まで

　⑶ 　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　出入口２箇所（店舗建物西側及び北側）

　⑷ 　荷さばき施設において荷さばきを行うことができ

る時間帯

　　　午前６時から午後11時まで

８ 　届出の年月日

　　令和４年９月１日

９ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　 　経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業

振興担当（川崎フロンティアビル10階）及び多摩区役

所

10　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和４年９月９日から令和５年１月９日までの午前

８時30分から午後５時00分まで。ただし、土曜日及び

日曜日、休日、12月29日から１月３日を除く。

11 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

により、これを述べることができます。

12　意見書の提出期限及び提出先

　　令和５年１月９日

　 　川崎市経済労働局観光・地域活力推進部商業・サー

ビス業振興担当

　　　───────────────────

川崎市公告第1009号

　　　（仮称）宮前平２丁目計画に係る条例環境

　　　影響評価審査書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第25条第１項の規定により、標記事業に係る

条例環境影響評価審査書を次のとおり公告します。

　　令和４年９月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市公告第1010号

　一般競争入札について次のとおり公告します。  

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 影向寺台橋ほか１橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市宮前区野川本町３丁目１番地先ほか１箇所

履行期間 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼

構造及びコンクリート）部門のいずれかの資格を有する者。なお、管理技術者と照査技術者は兼

務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月11日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1011号

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　　 多摩区内主要路線街路樹剪定業務委

託

　⑵ 　履行場所　　川崎市多摩区菅６丁目５地先ほか

　⑶ 　履行期限　　 契約締結日から令和５年１月31日ま

で

　⑷ 　業務概要　　 本委託は、川崎市内の緑の軸となる

川崎府中線ほかの街路樹について、

計画的な剪定業務を行うことによ

り、安全で景観に優れた市街地の形

成を図ることを目的に、街路樹の剪

定を行うものです。

２ 　競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されて

いる者。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」

で登録されている者。 

　⑸ 　川崎市多摩区、宮前区、高津区または麻生区に本

社を有すること。

　　　※ 本委託は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際

して、常に対処できるようにしなければならな

いため、発注者である多摩区役所道路公園セン

ターと同区または隣接区に本社を有することを

参加資格とします。

　⑹ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」かつ「街路樹剪定士」の免状を有する者が、

１名以上在籍していること。

３ 　入札参加申込書の配付及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。 

　⑴ 　配付・提出場所 

　　 　〒214－0008　川崎市多摩区菅北浦４丁目11番20

号 

　　　川崎市多摩区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－946－0044

　　　ＦＡＸ：044－946－0105

　　　E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー
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ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵ 　配付・提出期間 

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑹の資格証の写し

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和４年９月20日（火）に送付し

ます。なお、当該電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、所管課がＦＡＸで送付します。または、

入札参加者が直接受取りに来るようお願いいたしま

す。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送信

した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。）

　　　E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－946－0105

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年９月21日（水）午前９時から令和４年９

月27日（火）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年９月29日（木）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ、所管課が電子メ

ール又はＦＡＸにて回答書を送付します。または、

入札参加者が直接受取りに来るようお願いいたしま

す。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月５日（水）午前10時00分 

　　イ 　場所　 川崎市多摩区役所道路公園センター　会

議室（川崎市多摩区菅北浦４丁目11番20

号）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等 

　⑴ 　 契約保証金の要否

　　　要　10％

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他 

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1012号
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　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 王禅寺処理センター掻き均し設備点

検整備業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　 契約締結日から令和５年３月17日ま

で

　⑷ 　業務概要　　 本業務は、王禅寺処理センターに設

置されているごみ掻き均し設備の機

能を正常に維持するために労働安全

衛生法第45条２項、同法施行令第13

条９号、第15条２項及び労働安全衛

生規則第167条、第169条の２の特定

自主検査に準じて、点検整備を実施

するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく指名停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

掻き均し設備又は類似する設備の点検整備業務の契

約実績を有すること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

　⑹ 　業務に必要な次の資格を有するものを配置できる

こと。

　　ア 　検査業者登録証

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑹の書類を提出してくだ

さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申

請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　

　　 　環境局施設部王禅寺処理センター　技術係　杉

山、鈴木、山口

　　　電話　044－966－6135

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月15日

（木）９時から17時まで

　　　（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　提出方法　　

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑹の登録証の写し

　　ウ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和４年９月22日（木）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、

　　次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年９月22日（木）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年９月22日（木）から令和４年９月26日

（月）９時から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時の間は除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　　配布する「質問書」の様式により提出すること。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年９月29日（木）に全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　 開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠い

たとき。

　⑵ 　 競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記
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載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年９月30日（金）10

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市麻生区王禅寺1285番

地

　　　　　　　　　　　　　 王禅寺処理センター　３階

会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とす

る。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とし

ます。

　⑺ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　  　　　　　　　　 （https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1013号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます｡

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件名

　　　かわさきエコ暮らし未来館管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区浮島町509番地１　浮島処理センタ

ー内

　⑶ 　履行期間

　　 　令和５年４月１日（土）から令和８年３月31日

（火）まで

　⑷ 　募集手続

　　　詳細は実施要領によります｡

２ 　応募資格

　　次に掲げる条件をすべて満たした者とします。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　令和３・４年度の川崎市業務委託有資格業者名簿

において、「その他業務　その他（99－99）」に登録

されている者

　⑷ 　団体又はその代表者が契約を締結する能力を有す

る者、又は破産者で復権を得ている者

　⑸ 　団体又はその代表者が、過去３年間市税、法人税、

消費税及び地方消費税を滞納していない者

　⑹ 　受託期間中かわさきエコ暮らし未来館を安定的に

運営することの可能なノウハウ・実施体制・経営基

盤等が確保されていること

　⑺ 　国、地方公共団体又は民間企業が発注した「常設

展示施設」において、本業務と類似する管理運営業

務（施設や展示等の説明案内、施設見学の受付業務

等）の契約実績を証明できること

３ 　実施要領、仕様書、各種様式の配布

　 　実施要領、仕様書、各種様式については、次のホー

ムページからダウンロードしてください。

　 　https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000143315.

html

４ 　プロポーザル参加意向申出書の提出等

　⑴ 　プロポーザル参加意向申出書

　　 　プロポーザルに参加を希望する事業者は、プロポ

ーザル参加意向申出書（様式２）に、類似の契約実

績を証する書類（契約書の写し等）及び団体紹介資

料（パンフレット等）を１部添付し、持参にて提出

してください。

　　ア 　提出期限：令和４年９月30日（金）正午まで

　　　　　　　　　 （受付時間：午前９時～午後５時　

閉庁日及び正午～午後１時を除く）

　　イ 　提出場所： 川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川

崎市役所第３庁舎17階）

　⑵ 　提案資格確認結果通知書の交付

　　 　プロポーザル参加意向申出書を提出した事業者に
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は、次により当該業務委託の提案資格の有無につい

て、競争入札参加資格審査申請時に登録している電

子メールアドレスへ提案資格確認結果通知書を交付

します。

　　ア 　交付日：令和４年10月４日（火）

５ 　応募に関する質問事項の受付及び回答

　 　本要領や仕様書の内容等に関する質問を受け付けま

す。質問書（様式３）により、川崎市環境局脱炭素戦

略推進室まで電子メールで提出してください（電話、

FAXによる質問はお受けできません）。なお、提出期限

を過ぎた質問については受け付けませんのでご注意く

ださい。

　⑴ 　受付期限：令和４年10月７日（金）正午まで

　⑵ 　回答日時：令和４年10月11日（火）

　⑶ 　回答方法： 電子メールで全ての参加事業者宛てに

回答いたします。

６ 　企画提案書類の提出

　　次のとおり持参にて提出してください。

　⑴ 　受付期限：令和４年10月17日（月）まで

　　　　　　　　 （受付時間：午前９時～午後５時　閉

庁日及び正午～午後１時を除く）

　⑵ 　提出場所： 川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎

市役所第３庁舎17階）

　⑶ 　提出書類

　　　企画提案申請書（様式４）　　： 正…１部　副…

２部

　　　団体の概要（様式５）　　　　： 正…１部　副…

２部

　　　団体の組織図（任意帳票）　　： 正…１部　副…

２部

　　　企画提案書（任意帳票、Ａ４）： 正…１部　副…

９部

　　　見積書（任意帳票）　　　　　： 正…１部　副…

９部

　　　実績書（任意帳票）　　　　　： 正…１部　副…

９部

　　　上記書類のデータを入れたCD-R：１枚

７ 　企画提案書評価委員会（プレゼンテーション、ヒア

リング）の開催

　 　企画提案について、企画提案書評価委員会（以下

「評価委員会」という。）において、「審査の視点」に

基づき提案内容の審査及び評価を行い､最も優秀な提

案を行ったと認められる者を受託予定者として選定し

ます｡

　⑴ 　日時：令和４年10月25日（火）

　⑵ 　場所：川崎市役所第３庁舎15階第１会議室

　⑶ 　時間： 各社30分程度（プレゼンテーション20分、

質疑応答10分）

　⑷ 　評価項目

　　ア 　取組姿勢

　　イ 　企画提案内容

　　ウ 　実施体制

　　エ 　経験・ノウハウ

　　オ 　見積価格の妥当性

８ 　受託予定者の選定

　 　企画提案について、最も優秀な提案を行ったと認め

られる者を受託予定者として選定します｡

９ 　各種書類提出先・問い合わせ先

　　担　当： 川崎市環境局脱炭素戦略推進室　戸井田・

萩原

　　住　所：〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　電　話：044－200－3871

　　ＦＡＸ：044－200－3921

　　メール：30dtanso@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第1014号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　　　 旭町小学校ほか４校体育館劣化調査業

務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区宮本町６番地ほか

　⑶ 　履行期間　令和５年１月31日（火）まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建築設計」種目「構造設計」で登録されてい

ること。

　⑷ 　本市または他官公庁において平成25年度以降に学

校施設の校舎または体育館の劣化調査、耐力度調査

等の契約実績があること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
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　　　　※ 書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますの

で御注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」を御覧く

ださい。

　　 　一般競争入札参加申込書等は、下記⑶の期間に⑷

の場所で配布しています。また、「入札公表詳細」

から一般競争入札参加資格確認申請書をダウンロー

ドすることができます。

　　 　なお、一般競争入札参加申込書等の郵送による提

出は認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年９月12日（月）～令和４年９月16日（金）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、閉庁日及び正午～

午後１時を除く）

　⑷ 　提出場所

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビ

ル５階

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　長期保

全・計画担当

　　　電話：044－200－0362

４ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からダ

ウンロードしてください。ダウンロードができない場

合、３⑶の期間に３⑷の場所で配布します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和４年度川崎

市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メ

ールアドレスに確認通知書を令和４年９月21日（水）

までに送付します。当該委任先メールアドレスを登録

していない者にはＦＡＸで送付します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和４年９月21日（水）～令和４年９月28日（水）

　　 　午前９時～午後５時（ただし、閉庁日及び正午～

午後１時を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配布します。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年９月30日（金）まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を令和４年度川崎市競争入札

参加資格審査申請書の「委託」の委任先メールア

ドレスに送付します。当該委任先メールアドレス

を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年10月７日（金）午

前10時

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区宮本町３番地

３

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第４庁舎４階第

１会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　 入札保証金　　　　免除

９ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を総額で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を

落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

10　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
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関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付を免除します。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

11　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は

上記３⑷の場所で閲覧することができるほか、川崎

市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関係

規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1015号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　

　　　投開票速報システム機器の賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市選挙管理委員会事務局(川崎市川崎区宮本

町１)　他

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年２月１日から令和10年１月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、「令和３・４年度川崎市製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」種目「事務用機器」に登録されており、かつ、

Ｂ以上の等級に格付けされていること。

　⑷ 　過去３年間に本市又は他官公庁において類似の契

約実績があること。

３ 　入札説明書及び入札参加申込書の配布、提出及び問

合せ先

　 　入札参加申込書、仕様書、質問書等が添付された入

札説明書は、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」にて掲載するとともに、次の配布・提出場所にお

いても配布します。また、この入札に参加を希望する

ものは、次により入札参加申込書を提出しなければな

りません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210-8577

　　 　川崎市川崎区宮本町３番地３　川崎市役所第４庁

舎１階

　　 　川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課　担当

　仙石

　　　電話　：044－200－3422

　　　ＦＡＸ：044－200－3951

　　　E-mail : 91senkyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月21日

（水）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分から午後５時15分（だたし、正午か

ら午後１時を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　契約実績証明書

　　ウ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、令和４年９月21

日（水）午後５時15分までに川崎市選挙管理委員会

事務局選挙部選挙課に到着する必要があります。）

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された入札参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された入札参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　入札参加申込書等に関する問合せ先は、３⑴の

場所とします。

４ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し本市から説明を求められたとき又は資料の追加

を求められたときはこれに応じなければなりません。

５ 　入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、本市による入札

参加資格の審査の上、令和４年９月26日（月）までに

３⑴の場所で入札参加資格確認通知書を交付します。

ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者

名簿への登録をした際に電子メールアドレスを登録し

ている場合は、そのアドレス宛てに令和４年９月26日

（月）までに入札参加資格確認通知書を電子メールで

送付します。



川 崎 市 公 報 （第1,851号）令和４年(2022年)９月26日

－3537－

６ 　申込後の辞退

　 　入札参加申込書を提出した後に入札を辞退する場合

は、開札までに入札辞退届により入札の辞退を届け出

ることとします。なお、開札後の辞退は認めません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

８ 　仕様書等に関する質問・回答

　 　入札参加資格確認通知書の交付を受けた者が、仕様

書等に質問がある場合は、次により質問を行うことが

できます。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月７日

（金）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書の様式により、３⑴の

問合わせ先まで電子メールにて提出してください。

また、質問書を電子メールで提出した旨を３⑴の担

当まで電話で御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　回答は、入札参加資格確認通知書を交付したすべ

ての者に対し、次の日付までに電子メールで送付し

ます。

　　　質問回答期限　令和４年10月12日（水）

９ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を紙媒体又は電子媒体で令和４年10月

14日（金）午後 ５時15分までに３⑴の場所に提出し

なければなりません。また、競争入札参加者は、開札

日の前日までの間において、本市から該当書類に関し

説明を求められたときには、これに応じなければなり

ません。

10　調達手続の停止等

　⑴ 　入札前において、天災地変その他やむを得ない事

情が生じたときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがあります。

　⑵ 　この入札に関して、苦情申し立てが行われた場

合、申し立ての検討期間中、調達手続きを一時停止

することがあります。

11　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　リース総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。また、この金額には調達物品の輸送、設置、

調整、試験、保守、ネットワーク設計、その他の

諸費用一切を含め見積もるものとし、リース料金

として換算してください。なお、リース期間は、

令和５年２月１日から令和10年１月31日とします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額をもって落札価格とす

るので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当

する金額を除いた金額を入札書に記載するものと

します。

　　　 　なお、入札書に記載する金額は、１円未満の端

数を切り捨てた月額に60を乗じた額とします。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。また、入札書には、住所、商号又は名称、代

表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に

使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　エ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札･開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和４年10月19日（水）午前10時

　　イ 　場所　川崎市役所第４庁舎１階　川崎市選挙管

理委員会　委員会開催会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効 

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

　　 　入札場所に入場するときは、入札参加資格確認通

知書の提示が必要となりますので、必ず持参してく

ださい。 入札及び開札に立ち会う者は、入札者又

はその代理人とします。ただし、代理人が入札及び

開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札

の立会いに関する権限の委任を受けなければなりま

せん（入札前に委任状を提出してください。）。
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　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

12　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」の「契約関

係規程」で閲覧することができます。

13　その他

　⑴ 　本書に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ 

　　　───────────────────

川崎市公告第1016号

　「消費者市民社会・成年年齢引下げＰＲ業務委託」実

施に関する企画提案の実施について、次のとおり公告し

ます。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件名

　　　消費者市民社会・成年年齢引下げＰＲ業務委託

　⑵ 　主な業務事項

　　ア 　「消費者市民社会」の普及啓発に係る広報の企

画・実施

　　　(ア)動画広告

　　　(イ)動画以外の広告

　　イ 　「成年年齢引下げ」の周知に係る広報の企画・

実施

　　　(ア)　動画広告

　⑶ 　委託期間

　　　契約締結日から令和５年２月３日まで

　⑷ 　履行場所

　　　川崎市内

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　令和３・４年度川崎市業務有資格業者名簿の業種

「99その他業務」、種目「99その他」に登載されて

いること 

　⑵ 　本業務を実施する体制には、本業務に関連又は類

似する業務実績を有する者を含むこと

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第22 ５号）に基づく再生手続開

始の申立がなされていない者

　⑹ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者 

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者 

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業理解・取組意欲

　⑵ 　提案内容

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

　　〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２

　川崎フロンティアビル10階

　　電話：044-200-3864　FAX：044-244-6099

　　メールアドレス：28syohi@city.kawasaki.jp

５ 　公募要領の公表の時期

　　令和４年９月12日（月）

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　期　　間： 令和４年９月14日（水）～９月26日

（月）午後４時

　⑵ 　受付場所：４と同じ

　⑶ 　提出方法：４の担当部局へ持参又は郵送

　　　※ 郵送の場合も期間最終日午後４時までに必着の

こと

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　期　　間： 令和４年10月７日（金）～ 10月12日

（水）午後４時

　⑵ 　提出場所：４と同じ

　⑶ 　提出方法：４の担当部局へ持参又は郵送

　　　※ 郵送の場合も期間最終日午後４時までに必着の

こと

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　　　　　　　　　８部

　　イ 　企業概要（パンフレット等）　８部

　　ウ 　業務実施体制・主な事業実績　８部
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　　エ 　所要経費・概算見積書　　　　８部

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言　　語：日本語

　⑵ 　通　　貨：日本国通貨

９ 　契約書の作成の要否

　　要する

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　4,850,000円（消費税及び地方

消費税を含む）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出にかかる一切の費用

は、企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は、令和４年10月21日（金）を

予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本企画提案公募要領及び

仕様書を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1017号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 堤根処理センター電気設備保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区堤根52番地

　⑶ 　履行期間　　 契約日から令和５年１月13日（金）

まで

　⑷ 　業務概要　　 「電気事業法第42条の保安規程」に

基づく電気設備の保守点検業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

電気設備保守点検業務の契約実績を有すること。た

だし民間実績については、同等の契約実績を有する

こと。

　⑸ 　電気主任技術者を配置できること。

　⑹ 　第１種電気工事士を配置できること。

　⑺ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

委託しないこと。ただし、一部を再委託する場合は、

３⑷エに示す書類を提出すること。

３ 　競争入札参加申込書等の配布、提出、仕様書閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び２⑷⑸⑹⑺に関する書類を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区堤根52番地　堤根処理センター４階

事務所

　　 　堤根処理センター技術係　　担当　三木、小祝、

眞鍋

　　　電話　044－541－2047（代表）

　　　※ 競争入札参加申込書及びその他提出書類につい

ては、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

よりダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　 持参又は郵送。ただし、郵送の場合

は申込書の提出締切日までに届くこ

ととし、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上記２⑹の資格証の写し

　　エ 　上記２⑺の再委託確認書（業務の一部を再委託

する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和４年９月26日（月）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年９月26日（月）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月29日

（木）
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　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30tutumi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－533－4611

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月５日（水）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年10月11日（火）11

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　川崎市川崎区堤根52番地

　　　　　　　　　　　　　 堤根処理センター５階大会

議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 原則持参とする。ただし、

やむを得ない場合に限り郵

送での提出を可とする。

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　　 落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　　　　　　　　　 （https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1018号

　川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元

年川崎市条例第35号）第17条第１項の規定に基づき、イ

ンターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止す

るために必要な措置を講じたので、同条第２項の規定に

基づき、次のとおり公表する。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する

旨の認識

　⑴ 　インターネット上の電子掲示板「５ちゃんねる」

へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする「日本か

ら出ていけ」という趣旨の表現を含む投稿をした行

為は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該

当する。

　⑵ 　インターネット上の電子掲示板「５ちゃんねる」

へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする「とにか

く日本から出ていけ」という趣旨の表現を含む投稿

をした行為は、本邦外出身者に対する不当な差別的

言動に該当する。

　⑶ 　インターネット上の電子掲示板「５ちゃんねる」

へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由とする昆虫にた

とえるという趣旨の表現を含む投稿をした行為は、

本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。

２ 　インターネット表現活動に係る表現の内容の概要

　　上記１⑴から⑶までに記載のとおり

３ 　拡散を防止するために講じた措置

　 　上記１⑴から⑶までの表現を含む投稿について、「５

ちゃんねる」を運営するロキテクノロジー社に削除を

要請した。

４ 　拡散を防止する措置を講じた年月日

　　令和４年９月９日

５ 　その他
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　⑴ 　上記１⑴から⑶までの表現は、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動に該当するものであるが、広

く市民に周知することにより、本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動の解消を図るものである。

　⑵ 　公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する

不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。

　　　───────────────────

川崎市公告第1019号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　浮島処理センターポンプ類点検整備

業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１

　⑶ 　履行期間　　契約日から令和５年２月28日まで

　⑷ 　業務概要　　 本業務は、浮島処理センターに設置

されているポンプ類の機能を正常に

維持するために必要な点検整備を実

施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登載されている者。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種のポンプ類設備保守点検業務の契約実績を有す

ること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、業務の一部再委託を申請する場

合は、再委託確認書を提出すること。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷の書類を提出してくださ

い。また、業務の一部を再委託する場合は、再委託確

認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区浮島町50 ９番地１　川崎市浮島処

理センター４階事務室

　　　浮島処理センター　技術係　福田、伊藤、稲葉

　　　電話　044－287－9600

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月20日

（火）９時から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和４年10月４日（火）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年10月４日（火）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年10月４日（火）から令和４年10月８日

（土）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ukisi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－287－9602

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴ に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和４年10月13日（木）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等
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　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年10月19日（水）10

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区浮島町50 ９

番地１

　　　　　　　　　　　　　 川崎市浮島処理センター４

階　第１会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　　 落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　 免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　 要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川

崎市競争入札参加者心

得 等 は、 入 札 情 報 か わ

さ き（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契

約関係規定」から閲覧でき

ます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1020号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　戸籍届出書等様式作成業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　 　ただし、業務上必要となる場合はこの限りではな

い。

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　発注者が示す戸籍届出書の様式について、版（電

子媒体）を作成し、編集可能な電子媒体で本市に提

供を行う。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他」、種目「印刷企画」業種に登載され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市又は他の官公庁等において、版の作成・管理

の委託にかかる履行実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類

（契約書の写し等）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0007

　　 　川崎市川崎区駅前本町11番地２　川崎フロンティ

アビル９階

　　 　川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　担当　桃園、菅野

　　　電　話：044－200－2259（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3912

　　　E-mail : 25koseki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月20日

（火）まで（土、日及び祝日を除く午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び

仕様書の交付

　 　競争参加申込書を提出し入札参加資格があると認め

られた者には、次により一般競争入札参加資格確認通

知書、入札説明書及び仕様書を交付します。
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　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和４年９月22日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　ア 　入札参加資格があると認められた者には、一般

競争入札参加資格確認通知書の交付の際に、併せ

て入札説明書及び仕様書を無償で交付します。

　　イ 　入札説明書と仕様書は、３⑴の場所において令

和４年９月12日（木）から令和４年９月20日（火）

まで縦覧に供します（土・日及び祝日を除く午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで）。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和４年９月22日（木）から令和４年９月29日

（木）まで（土・日及び祝日を除く毎日午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、３⑴の電子

メールアドレスあてに送付してください。また、質

問書を電子メール送付後に、その旨を３⑴の担当あ

て連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格

があると認められた全ての者に対し令和４年10月３

日（月）までに電子メールにて送付します。なお、

一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けてい

ない者からの質問に関しては回答を行いません。ま

た、回答後の再質問についても受付しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、契約金額総額で行います。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札･開札の場所及び日時

　　ア 　場所 川崎市市民文化局会議室

　　　　〒210－0007

　　　 　川崎市川崎区駅前本町11番地２　川崎フロンテ

ィアビル９階

　　イ 　日時　令和４年10月７日（金）午前11時

　⑶ 　郵送による場合の入札書のあて先及び受領期限

　　ア 　あて先 ３⑴に同じ

　　イ 　受領期限　 令和４年10月６日（木）午後５時15

分必着

　　　　　　　　　 郵送による入札を行う場合は、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当

該封筒に１⑴の件名及び「入札書在

中」と明記し、必ず書留郵便により

送付してください。

　　　　　　　　　 また、当該送付を行ったら速やか

に、３⑴の場所に必ず電話をしてく

ださい。

　⑷ 　入札保証金　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格を

　　 　もって有効な入札をした者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

の「契約関係規定」において閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。
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　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑸ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1021号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　高津市民館ＬＥＤ照明器具賃貸借契約

　⑵ 　履行場所　川崎市高津区溝口１－４－１

　⑶ 　履行期間　契約日から令和10年２月28日まで

　⑷ 　調達概要　仕様書によります。

　　 　なお、本契約は環境省で進めている脱炭素先行地

域づくりを推進するための事業であり、本事業には

地域脱炭素移行・再エネ推進補助金が別途交付され

ます。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」ランク「Ａ」で登

録されていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　 　川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎市役所第３

庁舎17階）担当 大和田、中野

　　　電　話　044－200－1223　

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書は、インターネットから

もダウンロードすることができます。（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」

の中にあります「入札情報かわさき」http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）まで

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和４年９月26日（月）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年９月26

日（月）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書、仕様書及び質問書を当該委任先メールアドレスに

送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年９月26

日（月）午後５時までに配布します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札説明書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　　令和４年９月30日（金）まで

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－1223　

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年10月６日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にし

た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札
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参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送

付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。 

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出日時　　 令和４年10月13日（木）

午後２時00分

　　イ 　入札書の提出場所　　 川崎市役所第３庁舎16階

　環境局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情

報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html)の「契約関係規定」で閲覧することがで

きます。　

10　その他

　⑴ 　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺ 　本契約については、本市がやむを得ない理由があ

ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃

貸借期間を変更することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1022号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　　　 令和４年度無縁納骨堂収蔵焼骨

合葬業務委託

　⑵ 　履行場所　　　　 川崎市立無縁納骨堂（高津区下

作延1241緑ヶ丘霊園内）

　⑶ 　履行期間　　　　 令和４年11月１日から令和５年

３月10日まで

　⑷ 　委託概要　　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑷ 　過去５か年以内に、本市、他官公庁又は民間にお

いて、遺骨又は残骨灰処理（粉骨による減容）事業

の誠実な履行実績を有すること。ただし、民間実績

については、本委託と同等以上の契約実績を有する
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こと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

３ 　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　入札に参加を希望するものは、次により入札参加の

申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８　パレール

三井ビル13階

　　 　健康福祉局生活保護・自立支援室　担当　酒井・

加藤

　　　電話　044－200－2646

　　　FAX　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月20日

（火）までとします。（土曜日・日曜日及び休日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　　　　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された入札参加申込書等は返却しません。 

　　イ 　提出された入札参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。  

　　ウ 　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、次により、競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより送付します。

　⑴ 　場　　所　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日　　時　　　令和４年９月26日（月）

　　　　　　　　　　 午前８時30分から正午まで及び午

後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和４

年９月12日（月）から令和４年９月20日（火）まで

縦覧に供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）

５ 　委託仕様書の配布

　　この入札の参加者には、委託仕様書を配布します。

　 　なお、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している

場合は、電子メールにより配布します。電子メールア

ドレスの登録が無い場合は次の日時・場所のとおり御

来庁ください

　⑴ 　日　　時　　　令和４年９月26日（月）

　　　　　　　　　　 午前８時30分から正午まで及び午

後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場　　所　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先　

　　　３⑴に同じ 

　⑵ 　問い合わせ期間  

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月29日

（木）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）  

　⑶ 　問い合わせ方法  

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴のＦＡ

Ｘ番号又はE-mailアドレス宛て送付してください。  

　　 　なお、その際には、質問書を送付した旨を担当ま

で御連絡ください。 

　⑷ 　回答方法  

　　 　質問に対する回答は、令和４年10月５日（水）ま

でに、ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付しま

す。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競

争入札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法  

　　 　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。契約希望金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書

によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　　時　　　 令和４年10月12日（水）午後１

時30分

　　イ 　場　　所　　　 川崎区東田町８　パレール三井

ビル13階　

　　　　　　　　　　　生活保護・自立支援室会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者
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とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑹ 　積算内訳書の提出

　　 　落札者は、落札後、３⑴の担当者へ積算内訳書を

速やかに提出しなければなりません。

９ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前

に提出してください。また、開札には競争入札参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

10　再度入札の実施 

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立会わな

いものを除きます。

11　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧　

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

12　その他 

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。 

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口３⑴ に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1023号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　

　　　破傷風予防接種業務委託

　⑵ 　履行場所

　　ア 　区役所等市の施設

　　イ 　落札した機関の施設（アで実施する日時に接種

できなかった職員がいた場合）

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年10月21日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　破傷風予防接種に関する業務の詳細は「仕様書」

によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「医療関係業務」、種目「その他の医療

関連業務」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号210－8577

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　

　　　川崎御幸ビル６階

　　　総務企画局人事部職員厚生課

　　　担当　小柳

　　　電話　044－200－2140（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）。一般競争入札参加資格申

請書はインターネットからダウンロードすることが

できます（「入札情報かわさき」の「入札情報」の

委託の欄の「入札公表」の中にあります。）。

　　 　（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　仕様書の配布期間及び仕様、入札に関する問合わせ

先

　⑴ 　配布場所及び問合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月26日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝祭日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで）。また、インターネットか

らダウンロードすることができます（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」

の中にあります。）。

　　 　（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　　 　仕様、入札に関する質問は、令和４年９月12日

（月）から令和４年９月26日（月）まで質問書にて

受け付けます（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。
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　　 　なお、回答については令和４年９月27日（火）、

全社にFAX・メールにて送付します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有

資格業者名簿」へ登録した際に電子メールのアドレス

を登録している場合には、電子メールにて送付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和４年９月21日（水）

　⑵ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、競争入札参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　委託業務の総額を入札金額として行います。た

だし、消費税等を含まない金額により入札するこ

ととします。

　　イ 　入札は所定の入札書及び単価契約一覧表（仕様

書別紙）をもって行います。入札書及び単価契約

一覧表は入札件名を記載した封筒に封印して提出

してください。

　　ウ 　代理人が出席する場合入札開始前に委任状を提

出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所　　

　　ア 　日時：令和４年10月３日（月）午前10時

　　イ 　場所：川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎

御幸ビル６階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び

川崎市において定める「川崎市競争入札参加資格者

心得」第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　総価の基礎となった単価契約一覧表の各単価とし

ます。

　⑵ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」から閲覧することができます。

　　　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1024号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名

　　　令和４年度川崎市都市イメージ調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市総務企画局

シティプロモーション推進室等 

　⑶ 　履行期限

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市シティプロモーション戦略プラ

ン(平成26年度策定)に定める目標の達成状況の確認

及び目標達成に向けた効果的・効率的なプロモーシ

ョン活動の設定を目的に実施します。

　　 　本業務では、市内外の人々の川崎に対するイメー

ジ及びシビックプライド(都市への愛着や誇り)等

が、現状においてどのような態様を示しているの

か、基礎的な資料やデータを収集し、調査・分析を

行います。

　　　詳細は、委託仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
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ていなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「調査測定」種目「市場調査」で登録されてい

る者。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　 　電話　044－200－2473　　ＦＡＸ　044－200－

3915

　　　電子メール　17brand@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月22日

（木）まで 

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く） 

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書

を９月27日（火）午後５時までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。 

５ 　仕様書等に関する質問・回答 

　⑴ 　質問 

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。 

　　ア 　質問書の配布・提出場所 

　　　　３⑴と同じ 

　　イ 　質問書の様式

　　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。

　　ウ 　質問受付期間

　　　 　令和４年９月12日（月）から９月28日（水）正

午まで

　　　 　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く） 

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。最終日は正午まで） 

　　エ 　質問書の提出方法

　　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　 　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着するよ

う発送してください。

　⑵ 　回答 

　　 　令和４年10月４日（火）午後５時までに、回答書

を令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。 

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答しません。また、回答後の

再質問は受付しません。 

６ 　一般競争入札参加資格の喪失 

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ



（第1,851号）令和４年(2022年)９月26日 川 崎 市 公 報

－3550－

て契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所 

　　ア 　入札日時　 令和４年10月11日（火）午後１時30

分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」及び「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」で閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　広告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1025号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 加瀬クリーンセンター脱臭装置吸着剤

交換業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市幸区南加瀬４丁目40番23号

　⑶ 　履行期間　 契約締結日から令和５年１月31日

（火）まで

　⑷ 　業務概要　 本業務は、加瀬クリーンセンターに設

置されている脱臭装置の機能を正常に

維持するために必要な、吸着剤の交換

業務等を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

で登録されている者。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁において、脱臭装置

吸着剤交換業務の契約実績を有すること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷の契約実績を確認できる書類

を提出してください。また、競争入札参加申込書にて

一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　森田

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）９時から17時まで

　　　（土、日及び12時から13時は除く）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の実績を確認できる書類等の写し（契

約書の写し等）

　　イ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書及



川 崎 市 公 報 （第1,851号）令和４年(2022年)９月26日

－3551－

び仕様書を令和４年９月28日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年９月28日（水）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年９月28日（水）から令和４年10月３日

（月）

　　 　９時から17時まで（土、日及び12時から13時は除

く）

　⑵ 　質問書の様式　 「質問書」の様式は、仕様書と併

せて交付いたします。

　⑶ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月６日（木）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年10月11日（火）11

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎16階　

環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　　 落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要(10%)

　　　※ ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は免除いたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　　　　　　　　　　 （https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.

html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1026号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　生田緑地内病害虫対策業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市多摩区枡形７丁目１－１地内ほ

か

　⑶ 　履行期限　契約締結日から令和５年２月28日まで

　⑷ 　業務概要　 生田緑地において、ナラ枯れの被害を

受けた樹木に対し、伐採を行うことに

より、再整備した樹林地への病害虫の

伝播を防止し、樹林地の質の向上を図

ることを目的とする。

２ 　競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たし

ていなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されて

いる者。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」

で登録されている者。 

　⑸ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」の免状を有する社員が、１名以上、かつ、林

床保護が必要な作業であるため「ロープ特別高所作

業特別教育終了証」を持つ社員が１名以上在籍する

者。

３ 　入札参加申込書の配付及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。 

　⑴ 　配付・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒214－0032　川崎市多摩区枡形６―26－１

　　　川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所

　　　電話：044－934―8577

　　　電子メール：53ikuta@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配付・提出期間 

　　 　令和４年９月12日（月）から９月15日（木）まで

とします。（午前９時から午後５時まで（ただし、

正午から午後１時までを除く））

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑷を確認することができる資料

　　ウ 　上記２⑸の資格証の写し

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び設計図書等の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールに、競争

入札参加資格確認通知書及び設計図書等を令和４年

９月20日（火）に送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メール

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年９月21日（水）午前９時から27日（火）

午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式を電子メー

ルにて提出してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年９月30日（金）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者全員に質問と回答を

電子メールにて送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札・開札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月７日（金）午前９時30分 

　　イ 　住所　 〒214－0032　川崎市多摩区枡形６―26

－１

　　ウ 　場所　生田緑地整備事務所　２階　市民活動室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等 

　⑴ 　契約保証金の要否

　　　要　10％

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他 

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
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本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1027号

一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月12日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　 麻生区内主要路線街路樹（ユリノキ）

剪定業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市麻生区東百合丘３丁目４番地先

ほか

　⑶ 　履行期限　契約日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 本業務は、麻生区内の緑の軸となる尻

手黒川ほか12路線の街路樹について計

画的な剪定を行うことによって、安全

でかつ景観に優れた市街地の形成を図

ることを目的とし、委託により執り行

うものです。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録され、かつ地域区分「市内」、企業規模「中

小企業」で登録されている者。

　⑷ 　川崎市麻生区、宮前区または多摩区に本社を有す

ること。

　　　※ 本委託は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際

して、常に対処できるようにしなければならな

いため、発注者である麻生区役所道路公園セン

ターと同区または隣接区に本社を有することを

参加資格とします。

　⑸ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」かつ「街路樹剪定士」の免状を有する社員が、

１名以上在籍する者。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

　　　麻生区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑷を確認することができる資料

　　ウ 　上記２⑸の資格証の写し 

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書を令和４年９月30日（金）

までに送付します。なお、当該電子メールアドレス

を登録していない場合は、ＦＡＸで送付するか、直

接受取りに来るようお願いいたします。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年９月30日（金）午前９時から令和４年10

月５日（水）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月７日（金）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
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らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月18日（火）午後２時45分 

　　イ 　場所　 川崎市麻生区古沢120　建設緑政局北部

都市基盤整備事務所１階

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1028号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　白鳥54号線ほか街路樹剪定業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市麻生区白鳥４丁目12－51番地先

ほか

　⑶ 　履行期限　契約日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 本業務は、白鳥54号線ほか７路線の街

路樹について計画的な剪定を行うこと

によって、安全でかつ景観に優れた市

街地の形成を図ることを目的とし、委

託により執り行うものです。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録され、かつ地域区分「市内」、企業規模「中

小企業」で登録されている者。

　⑷ 　川崎市麻生区、宮前区または多摩区に本社を有す

ること。

　　　※ 本委託は、豪雨、強風、積雪などの荒天時に際

して、常に対処できるようにしなければならな

いため、発注者である麻生区役所道路公園セン

ターと同区または隣接区に本社を有することを

参加資格とします。

　⑸ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」かつ「街路樹剪定士」の免状を有する社員が、

１名以上在籍する者。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

　　　麻生区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283
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　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑷を確認することができる資料

　　ウ 　上記２⑸の資格証の写し 

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書を令和４年９月30日（金）

までに送付します。なお、当該電子メールアドレス

を登録していない場合は、ＦＡＸで送付するか、直

接受取りに来るようお願いいたします。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年９月30日（金）午前９時から令和４年10

月５日（水）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月７日（金）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月18日（火）午後２時00分 

　　イ 　場所　 川崎市麻生区古沢120　建設緑政局北部

都市基盤整備事務所１階

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
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ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1029号 

一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月12日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　 王禅寺ふるさと公園周辺地区病害虫対

策委託 

　⑵ 　履行場所　 川崎市麻生区王禅寺東５丁目42－１ほ

か

　⑶ 　履行期限　契約日から令和５年２月28日まで

　⑷ 　業務概要　 本委託は、王禅寺ふるさと公園周辺地

区において、ナラ枯れの被害を受けた

樹木に対し、伐採やくん蒸処理を行う

ことにより、再整備した王禅寺ふるさ

と公園の樹林地への病害虫の伝播を防

止し、樹林地の質の向上を図ることを

目的とする。

　　　　　　　　・伐採工　N= １式

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録され、かつ地域区分「市内」、企業規模「中

小企業」で登録されている者。

　⑷ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」の免状を有する社員が、１名以上在籍する者。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

　　　麻生区役所道路公園センター 管理課

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の資格証の写し 

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書を令和４年９月28日（水）

までに送付します。なお、当該電子メールアドレス

を登録していない場合は、ＦＡＸで送付するか、直

接受取りに来るようお願いいたします。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年９月28日（水）午前９時から令和４年10

月３日（月）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月５日（水）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札
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　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月13日（木）午後２時45分 

　　イ 　場所　 川崎市麻生区古沢120　建設緑政局北部

都市基盤整備事務所１階

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1030号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件　　名　王禅寺ふるさと公園病害虫対策委託 

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺528－１

　⑶ 　履行期限　契約日から令和５年２月28日まで

　⑷ 　業務概要　 本委託は、王禅寺ふるさと公園におい

て、ナラ枯れの被害を受けた樹木に対

し、伐採やくん蒸処理を行うことによ

り、再整備した同公園の樹林地への病

害虫の伝播を防止し、樹林地の質の向

上を図ることを目的とする

　　　　　　　　・伐採工　N= １式

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録され、かつ地域区分「市内」、企業規模「中

小企業」で登録されている者。

　⑷ 　「１級造園施工管理技士または２級造園施工管理

技士」の免状を有する社員が、１名以上在籍する者。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒215－0026　川崎市麻生区古沢120

　　　麻生区役所道路公園センター 管理課

　　　電　話：044－954－0505

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月12日（月）から令和４年９月16日

（金）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　　イ 　上記２⑷の資格証の写し

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
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ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書を令和４年９月28日（水）

までに送付します。なお、当該電子メールアドレス

を登録していない場合は、ＦＡＸで送付するか、直

接受取りに来るようお願いいたします。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：73doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－954－6283

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年９月28日（水）午前９時から令和４年10

月３日（月）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月５日（水）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月13日（木）午後２時00分 

　　イ 　場所　 川崎市麻生区古沢120　建設緑政局北部

都市基盤整備事務所１階

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1031号

　川崎農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興

地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号。以下

「法」という。）第13条第４項において準用する法第11

条第１項の規定により公告し、当該変更後の農業振興地

域整備計画の案及び変更等理由書を次により縦覧に供し

ます。

　当該農業振興地域整備計画の案について、法第11条第

２項の規定により川崎市の住民は縦覧期間内に意見書を

提出することができます。提出された意見書については

要旨をとりまとめ処理結果を公告します。

　また、農用地区域内にある土地の所有者その他その土

地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に

対して異議があるときは、令和４年10月11日の翌日から

起算して15日以内に法第11条第３項の規定に基づき川崎

市に対して異議を申し出ることができます。異議の申し

出には法第11条第７項において準用する行政不服審査法
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（昭和37年法律第16 ０号。以下「審査法」という。）中

異議申立てに関する規定（同法第14条第１項本文及び第

45条を除く。）を準用します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　変更後の農業振興地域整備計画の案及び変更等理由

書の縦覧期間

　　令和４年９月12日から令和４年10月11日まで

２ 　変更後の農業振興地域整備計画の案及び変更等理由

書の縦覧場所

　　川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

　 　（川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番地７　ＪＡセレサ

梶ヶ谷ビル２階）

３ 　意見書の提出先、提出方法、提出期限、提出に当た

っての注意事項

　⑴ 　提出先　　 川崎市経済労働局都市農業振興センタ

ー農地課

　　　　　　　　 （川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番地７

　ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階）

　⑵ 　提出方法　提出先に直接提出又は郵送で提出

　⑶ 　提出期限　令和４年10月11日

４ 　異議の申出先、申出方法、申出期限、申出に当たっ

ての注意事項

　⑴ 　申出先　　 川崎市経済労働局都市農業振興センタ

ー農地課

　　　　　　　　 （川崎市高津区梶ヶ谷２丁目１番地７

ＪＡセレサ梶ヶ谷ビル２階）

　⑵ 　申出方法　 申出先に書面で直接申し出又は郵送で

申し出

　⑶ 　申出期限　　　令和４年10月26日

　　　───────────────────

川崎市公告第1032号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第20 １号）第42条第１項

第２号の規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築造主

住所・氏名

東京都練馬区石神井町二丁目26番11号

建設株式会社　代表取締役　堀口　忠美

道路位置の

地名・地番

川崎市麻生区岡上二丁目158番６及び158番７

の各一部　　　　　　　　　　　　別図省略

幅員

5.00メートル

延長

5.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第607号 廃止年月日
令和４年９月

12日

　　　───────────────────

川崎市公告第1033号

　川崎市保育料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、地方

自治法（昭和22年４月17日法律第67号）231条の３第４

項及び地方税法（昭和25年法律第266号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1034号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

　　令和４年９月13日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区南生田四丁目３番１

　　　　　　　　　　　　　ほか９筆の一部

　　　　　　　　　　　　　　　 　2,149平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市青葉区市ケ尾町1162番地４

　　 株式会社　ピーアイコーポレーション　代表取締役

　折田浩一 

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数: 14戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年９月22日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第59号

　　令和４年３月22日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第110号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第1035号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内有馬川防護柵補修工事

履行場所 川崎市宮前区有馬６丁目４番地先

履行期間 契約日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場第３施設自転車ラック補修工事

履行場所 川崎市高津区溝口２丁目３番14号

履行期間 契約日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格
⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内主要地方道世田谷町田道路防護（法枠）工事

履行場所 川崎市麻生区片平１丁目９番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑾ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格
　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 係留施設等補修及び浮島町公園防波護岸築造工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」また

は「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年９月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五力田大台公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市麻生区五力田２丁目７－４ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道中野島72号線道路補修（側溝）工事

履行場所 川崎市多摩区中野島６丁目３番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

　⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 消防局総合庁舎・川崎消防署空気調和その他設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区南町20番地７

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラ

ンク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月７日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 キングスカイフロントバス上屋新築工事

履行場所 川崎市川崎区殿町３丁目10 ８番地

履行期間 契約の日から令和５年３月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ
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参 加 資 格

　　　　ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月14日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 かわさき北部斎苑落石防止フェンス新設その他工事

履行場所 川崎市高津区下作延６丁目18番１号

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「その他のとび」で

登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月７日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第273号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名： 令和４年度　災害用外傷セット更新等

委託

　⑵ 　履行場所：健康福祉局保健医療政策部ほか

　⑶ 　契約期間： 契約締結の日から令和５年３月31日ま

で

　⑷ 　業務の概要： 災害時医療救護活動用の災害用外傷

セットの更新等に関する業務です。

　　 　　　　　　　 セット内容等の詳細は「入札説明

書」添付の仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、業種「医療関連業務」に登載されているこ

と。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号。以

下「契約規則」といいます。）第２条の規定に該当

しないこと。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　過去５年間で、官公庁又は医療法（昭和23年７月

30日法律第205号）第１条の５に定める病院におい

て、類似の業務を受託した実績を有し、かつ、本件

業務を確実に履行する能力を有すること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等

の配布、提出及び問い合わせ先

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」又は次の

配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確認

申請書、仕様書、質問書等が添付された入札説明書を

配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、所定の一般

競争入札参加資格確認申請書、「２⑷」の契約実績を

証する書類(契約書の写し等業務内容がわかるもの)を

提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地　

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　 　川崎市役所健康福祉局保健医療政策部災害医療対

策担当　國米担当

　　 　電話番号：044－200－0562　

　　　ＦＡＸ：044－200－3934

　　　Ｅ-mail：40sairyo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月４日

（火）までとします。

　　 　（土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、参加資

格が確認できた者には、次により一般競争入札参加資

格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和４年10月６日（木）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和４年10月12日（水）午後４時まで

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。また、質問をする場合は、質問書を送信した

旨を３⑴の担当まで御連絡ください。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和４年10月19日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールに

て回答書を送付します。なお、この入札の参加資格

を満たしていない者からの質問に関しては回答しま

せん。
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６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札手続

　　ア 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た書面を事前に提出しなければなりません。

　　イ 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の10（消費税及び地方消費

税）に相当する額を加算した金額をもって落札価

格とするので、入札者は見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年10月25日（火）午後２時00分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580番地　

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｂ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、当該価格が

著しい低価格であった場合は、落札決定の前に調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わ

ない者は除きます。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、契約

規則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第274号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　かわさきWi-Fi用LAN配線業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎区役所、中原区役所、高津区役所、宮前区役

所、多摩区役所、麻生区役所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市が公衆無線Wi-Fiとして提供している「か

わさきWi-Fi」に関して、市民ニーズに合わせて７

区役所の各フロアの窓口に敷設するため、必要な

LAN配線作業及び通信機器の設定について委託する

ものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業

務」に登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー



川 崎 市 公 報 （第1,851号）令和４年(2022年)９月26日

－3569－

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

９階

　　 　総務企画局情報管理部情報化施策推進室　村石、

田村

　　　電話　　044－200－2109（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　電子メール　17jouhou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から10月４日（火）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年10月４

日（火）17時15分までに、必要な書類全てが川崎市

役所総務企画局情報管理部情報化施策推進室に確実

に到着する必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和４年10月７日（金）13時00分から17時15分ま

で

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　入札説明書等の交付

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、配布をします。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和４年10月７日（金）から10月13日（木）まで

とします（８時30分から正午まで及び13時00分から

17時15分まで（土日祝日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

(1)の問い合わせ先まで電子メール又は持参にて送

付してください。また、質問書を電子メールで提出

した場合は、質問書を送信した旨を３(1)の担当ま

で電話で御連絡ください。ただし、入札参加資格の

ない者からの質問には回答しません。

　⑷ 　回答

　　 　令和４年10月18日（火）までに、入札参加資格が

あると認められる者に対し、電子メールで送付しま

す。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を

もって落札価格とするので、入札者は見積った契

約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年10月24日（月）11時00分

　　イ 　場所　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所

第３庁舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効
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　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第275号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　

１ 　調達の名称及び予定数量

　 　新型コロナウイルス感染症等対応に係る抗原検査キ

ット　　　　　40，000個

２ 　契約に関する事務担当部局　　

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和４年８月４日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　サンコー薬品　株式会社

　　代表取締役　米川　晴美

　　東京都大田区南六郷二丁目28番４号

５ 　契約金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　46,000,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第276号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　

１ 　調達の名称及び予定数量

　　重金属安定剤　　　　　　　　　　　　約152トン

２ 　契約に関する事務担当部局　　

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和４年７月22日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　大成クリーン　株式会社

　　代表取締役　加藤　直彦

　　川崎市川崎区中島一丁目７番１号

５ 　落札金額（１トンあたりの単価、消費税及び地方消

費税を除く。）

　　345,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和４年５月10日

税 公 告

川崎市税公告第112号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和４年８月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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年　度 税　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・

備考

令和

４年度

市民税・県民税

（普通徴収）

６月

随時分

令和４年

９月10日
計２件

令和

４年度

市民税・県民税

（普通徴収）

５月

随時分

令和４年

９月10日
計13件

令和

４年度

市民税・県民税

（普通徴収）

４月

随時分

令和４年

９月10日
計２件

令和

４年度

市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分

令和４年

９月10日
計18件

令和

３年度

市民税・県民税

（普通徴収）
第４期分

令和４年

９月10日
計２件

令和

４年度
市民税（法人）

５月

随時分

令和４年

９月10日
計２件

令和

３年度
市民税（法人） ３月分

令和４年

９月10日
計１件

令和

４年度

固定資産税・

都市計画税

（土地・家屋）

第１期分
令和４年

９月10日
計１件

令和

４年度

固定資産税・

都市計画税

（土地・家屋）

５月

随時分

令和４年

９月10日
計３件

令和

４年度

軽自動車税

（種別割）
全期分

令和４年

９月10日
計121件

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第113号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和４年９月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第114号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第115号

　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の2及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市

条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第70号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月６日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力水処理センター高度処理施設好気性ろ床用活性炭

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１等々力水処理センター

履行期間 令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬品」、種目「化学工

業薬品」に登載されていること。

⑷ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年10月12日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第71号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月６日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度加瀬水処理センターほか消防用設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「消防設備保守点

検」で登録されている者

⑹ 　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した消防用設備保守点検業務委

託の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑺ 　本業務委託の対象施設に設置されている消防用設備について、平成16年消防庁告示第10号及び

消防法施行規則第33条の３に基づく、消防用設備の種類に対応した次のア及びイの免状を有する

者を配置できること。

　ア　消防設備士免状

　イ　電気工事士免状又は電気主任技術者免状

　　 　また、ア及びイの免状を有する者は、直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、

派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必

要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年９月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度下水道管きょ清掃土砂運搬その１委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区地内

履行期間 令和４年11月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収
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参 加 資 格

　集運搬業」に登載されている者

⑷ 　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれている

こと。）を受けていること。

⑸ 　自社で10トンダンプトラックを所有していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年９月29日　14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度等々力水処理センターほか消防用設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「消防設備保守点

検」で登録されている者

⑹ 　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した消防用設備保守点検業務委

託の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑺ 　本業務委託の対象施設に設置されている消防用設備について、平成16年消防庁告示第10号及び

消防法施行規則第33条の３に基づく、消防用設備の種類に対応した次のア及びイの免状を有する

者を配置できること。

　ア　消防設備士免状

　イ　電気工事士免状又は電気主任技術者免状

　　 　また、ア及びイの免状を有する者は、直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、

派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必

要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年９月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
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そ　の　他

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第72号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月６日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬水処理センター建設電気その47工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号様式別紙）」に

おける評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当初配置する技術者と同

等以上の評価を有することが必要です。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　下水道法第２条２の「下水道」に定義される下水道施設（処理施設に限る）における運転操作

設備の製作及び据付工事の完工実績（修理及び整備工事を除く。）。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月12日　午後５時（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。 

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度中部下水管内取付管布設第２号工事

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 契約の日から令和５年８月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月３日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 遠藤町150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：幸区遠藤町64―１先

至：幸区遠藤町50先　ほか５件

履行期間 契約の日から260日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円)を下回り､｢下請契約に関する誓約書｣を提出した場合は､一般建設業の許可でも可とします｡

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

　⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月３日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター改築土木その17工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３―17―１ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年９月28日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　第２沈でん池３号池フロキュレータ修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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参 加 資 格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年９月28日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 加瀬水処理センターほか管理棟無停電電源装置用蓄電池取替その他工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。
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⑽ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月３日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第73号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月13日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 分析走査電子顕微鏡　一式

履行場所
川崎市多摩区三田５－１－１

水管理センター水道水質課　４階

履行期間 令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「計測機器・光理化学

機器」、種目「光理化学機器」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付け

されていること。

⑹ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年10月26日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



（第1,851号）令和４年(2022年)９月26日 川 崎 市 公 報

－3580－

川崎市上下水道局公告第74号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月13日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　水管理センター及び第４沈でん池空気調和設備改良に伴う設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５丁目１番１号（長沢浄水場内）

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「設備設計」、種目「空調・衛生設備設計」

で登録されている者

⑹ 　平成29年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、空調・

衛生設備に係る設計業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑺ 　管理技術者として、建築士法に基づく建築設備士の資格を有し、かつ空調・衛生設備に係る設

計業務経験５年以上の者を配置できること。

　 　なお、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契

約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年10月６日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎総合スラッジセンターほか実施設計委託その15

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12地内ほか

履行期間 令和５年６月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、下水道

施設（ポンプ場又は処理場）における実施設計（基本）の元請けとしての履行完了実績をＴＥＣ

ＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道
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　　部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年10月６日　14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第75号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月13日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度西部下水管内取付管布設第２号工事

履行場所 川崎市宮前区内

履行期間 契約の日から令和５年８月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
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　術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等
令和４年10月11日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度北部下水管内取付管布設第３号工事

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内

履行期間 契約の日から令和５年７月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
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参 加 資 格

　満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等
令和４年10月11日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平地区下水枝線第７号工事

履行場所 川崎市麻生区片平１丁目、片平２丁目地内

履行期間 契約の日から165日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管開削」ラ

ンク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
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参 加 資 格

　満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等
令和４年10月５日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川ポンプ場ほかＮｏ．６雨水ポンプ用エンジン整備その他工事

履行場所 川崎市幸区矢上４－１ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が３，50 ０万円（建築一式工事の場合は７，00 ０万円）未満となっ

た場合は専任を要しません。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　上下水道施設における、ポンプ設備又は自家発電設備に係るエンジンの分解整備工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等
令和４年10月５日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 古市場ポンプ場スクリーンかす分離機整備その他工事

履行場所 川崎市幸区東古市場71

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等
令和４年10月５日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第27号

　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。

　　令和４年９月７日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一

　　　部を改正する規程

　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和29年交通

部規程第６号）の一部を次のように改正する。

　第９条第１項の表を次のように改める。

種類 料金

深夜普通乗車

料金

大人
現金 440円

ＩＣカード 440円

小児
現金 220円

ＩＣカード 220円
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深夜特殊乗車

料金

大人
現金 220円

ＩＣカード 220円

小児
現金 110円

ＩＣカード 110円

　第12条第１項の表を次のように改める。

種類 料金

割増普通乗車

料金

大人
現金 440円

ＩＣカード 440円

小児
現金 220円

ＩＣカード 220円

割増特殊乗車

料金

大人
現金 220円

ＩＣカード 220円

小児
現金 110円

ＩＣカード 110円

　第13条第１項の表を次のように改める。

種別 発売場所

１日乗車券
大人

乗合自動車内
小児

定期乗車券 営業所、乗車券発売所

共通定期乗車券
宮前区役所前～

上野川

井田営業所、

溝口乗車券発売所

　別表第６を次のように改める。

別表第６（第４条関係）

種類 料金

普通乗車料金

大人
現金 220円

ＩＣカード 220円

小児
現金 110円

ＩＣカード 110円

特殊乗車料金

大人
現金 110円

ＩＣカード 110円

小児
現金 60円

ＩＣカード 55円

定期乗車料金

通勤定期乗車券

１箇月 9,900円

３箇月 28,220円

６箇月 53,460円

特殊通勤定期乗車券

１箇月 6,930円

３箇月 19,750円

６箇月 37,420円

通学定期乗車券（甲）

１箇月 7,300円

３箇月 20,810円

６箇月 39,420円

通学定期乗車券（乙）

１箇月 2,400円

３箇月 6,840円

６箇月 12,960円

特殊通学定期乗車券

（甲）

１箇月 5,110円

３箇月 14,570円

６箇月 27,590円

特殊通学定期乗車券

（乙）

１箇月 1,680円

３箇月 4,790円

６箇月 9,070円

　別表第７を次のように改める。

別表第７（第５条関係）

種類 料金

１日乗車券
大人 550円

小児 280円

持参人式通勤

定期乗車券

１箇月
１箇月通勤定期乗車券の料金と

同額

３箇月
３箇月通勤定期乗車券の料金と

同額

６箇月
６箇月通勤定期乗車券の料金と

同額

端数日付通学

定期乗車券

（甲）

１箇月に

端数日を

加えたもの

大人普通乗車料金に30日に端数

日を加えた日数を２倍して得

た数を乗じて得た額の100分の

55.3相当額

３箇月に

端数日を

加えたもの

大人普通乗車料金に90日に端数

日を加えた日数を２倍して得

た数を乗じて得た額に100分の

55.3を乗じて得た額の100分の

95相当額

６箇月に

端数日を

加えたもの

大人普通乗車料金に180日に端

数日を加えた日数を２倍して得

た数を乗じて得た額に100分の

55.3を乗じて得た額の100分の

90相当額

端数日付通学

定期乗車券

（乙）

１箇月に

端数日を

加えたもの

小児普通乗車料金に30日に端数

日を加えた日数を２倍して得

た数を乗じて得た額の100分の

36.3相当額

３箇月に

端数日を

加えたもの

小児普通乗車料金に90日に端数

日を加えた日数を２倍して得

た数を乗じて得た額に100分の

36.3を乗じて得た額の100分の

95相当額

６箇月に

端数日を

加えたもの

小児普通乗車料金に180日に端

数日を加えた日数を２倍して得

た数を乗じて得た額に100分の

36.3を乗じて得た額の100分の

90相当額

端数日付特殊通学

定期乗車券（甲）

端数日付通学定期乗車券（甲）

の料金の10分の７相当額

端数日付特殊通学

定期乗車券（乙）

端数日付通学定期乗車券（乙）

の料金の10分の７相当額

　備 考　この表に定めるところにより、乗車券の料金を

計算する場合において、その金額に10円未満の端数

が生じた場合、その端数は10円単位に四捨五入する

ものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　（経過措置）

２ 　改正後の規程第４条及び第５条の規定は、この規程

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に購入さ

れる定期乗車券について適用し、施行日前に購入され

た定期乗車券については、なお従前の例による。

３ 　施行日前に発行された定期乗車券については、その

有効期間中に限り、引き続き使用することができる。

４ 　改正後の規程第９条の規定は、この規程の施行日以
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後から運行を開始した深夜系統について適用し、施行

日前日から施行日にかけて運行している深夜系統につ

いては、なお従前の例による。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第57号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月１日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　バスダイヤ編成支援システム機器購入

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年12月20日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　バスダイヤ編成支援システムの機器を購入するも

の（詳細は仕様書のとおり）。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「コンピュータ」、種

目「コンピュータ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年９月１日から令和４年９月７日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法　

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和４年９月９日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　宮原

　　電話　044－200－3232

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　（ア）　提出期限　令和４年９月16日　必着

　　　（イ）　宛　　先　 〒210－8577　川崎市川崎区

宮本町１番地

　　　　　　　　　　　　 川崎市交通局企画管理部経理

課長

　　イ 　持参

　　　（ア）　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通

知書到達後から令和４年９月

16日までの、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から

午後５時15分まで（土曜日及

び日曜日を除く。）

　　　（イ）　提出先　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　　 川崎市交通局企画管理部経理課

長

　⑶ 　開札の日時及び場所
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　　ア 　日　時　令和４年９月21日　午前９時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第58号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月13日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　デンソー製冷房機器修理（40両）

　⑵ 　履行場所

　　　交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　バス車両に装着する自動車冷房機器（デンソー

製）の修理（詳細は仕様書のとおり）

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司

　　　電話　04 ４－20 ０－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年９月13日から令和４年９月20日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和４年９月27日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　須藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法
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　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　（ア）　提出期限　令和４年10月４日　必着

　　　（イ）　宛　　先　 〒210－8577　川崎市川崎区

宮本町１番地

　　　　　　　　　　　　 川崎市交通局企画管理部経理

課長

　　イ 　持参

　　　（ア）　提出期間　 一般競争入札参加資格確認通

知書到達後から令和４年10月

４日までの、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から

午後５時15分まで（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除

く。）

　　　（イ）　提出先　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　　 川崎市交通局企画管理部経理課

長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和４年10月６日　午前９時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第38号

　　　入　札　公　告

　工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年９月７日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地 明治安田生命ビル13

階　電話044‐200‐2100

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、インタ

ーネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧

することができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。

　　　（ア） 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に該
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当しないこと。

　　　（イ ）　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ） 　法令等に従い、本件契約を確実に履行す

る資格及び能力を有すること。

　　　（エ） 　本書に定める各種書面の提出、現場説明

会への出席等の競争参加者の義務を誠実に

履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申

込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸ 　　入札及び開札について

　　ア 　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時におい

て、次の場所で執行します。

　　　 　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（川

崎市川崎区宮本町１番地）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑹ 　契約の締結について

　　　契約書の作成を必要とします。

　　 　詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び

「川崎市病院局入札契約に関する共通事項（工事・

病院局・一般競争入札）」を御覧ください。

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩病院主電気室直流電源装置蓄電池更新工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原１丁目30番37号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

申込締切日 令和４年９月13日（火）まで受付けます。

予定価格 未定

入札保証金 免除とします。
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最低制限

価格
設定します。

郵便入札

締切日
令和４年10月３日（月）必着

開札日 令和４年10月５日（水）午前10時00分

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第39号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア）　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ） 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ） 　法令等に従い、本件契約を確実に履行す

る資格及び能力を有すること。

　　　（エ） 　本書に定める各種書面の提出、現場説明

会への出席等の競争参加者の義務を誠実に

履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について
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　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 多摩病院正面玄関庇パネル補修設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区宿河原１－30－37（川崎市立多摩病院）

履行期間 契約締結日から令和５年１月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業種「建築設計」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月12日から令和４年９月21日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月４日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第40号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年９月12日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア）　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ） 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ） 　法令等に従い、本件契約を確実に履行す

る資格及び能力を有すること。

　　　（エ） 　本書に定める各種書面の提出、現場説明

会への出席等の競争参加者の義務を誠実に

履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。
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　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、再度入札を行

います。ただし、その前回の入札が参加者心得の

規定により無効とされた者及び開札に立会わない

者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する全身麻酔器の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月12日から令和４年９月21日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月４日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する脳波計一式の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和４年11月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種「医療機器」

種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。
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競争参加の申込 令和４年９月12日から令和４年９月21日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令令和４年10月４日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第21号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和４年９月13日

 川崎市教育委員会　　　　　　　　

 教育長　小　田　嶋　満　　

１ 　日　時　　令和４年９月20日（火）14時00分から

２ 　場　所　　 川崎市役所第３庁舎15階　第１・２・３

会議室

３ 　陳情審議

　　　陳情第３号　　 川崎市教育委員会教職員人事課の

人事権に関する陳情

４ 　議　事

　　　議案第33号　　人事について

５ 　その他報告等

選挙管理委員会告示

川崎市選挙管理委員会告示第５号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　　令和４年９月２日

　　　　 　　　　川崎市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　 　委員長　 宮　原　春　夫　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の

数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,309人

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超え

る数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258,180人

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

　　　　　　　　　　　　　　 川崎区　　　63,030人

　　　　　　　　　　　　　　 幸　区　　　46,974人

　　　　　　　　　　　　　　 中原区　　　72,279人

　　　　　　　　　　　　　　 高津区　　　64,021人

　　　　　　　　　　　　　　 宮前区　　　64,544人

　　　　　　　　　　　　　　 多摩区　　　61,247人

　　　　　　　　　　　　　　 麻生区　　　49,718人

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　210,906人

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第131号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

ため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月８日
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 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」といいます。）

は、前記の審査請求についての裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、川崎市を被告と

して（川崎市長が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。なお、取消訴訟は、前記の審査請求に

ついての裁決を経た後でなければ提起することができな

いこととされていますが、１　審査請求があった日から

３箇月を経過しても裁決がないとき、２　処分、処分の

執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき、３　その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取

消訴訟を提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第132号

　後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第11 ２条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）

第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月９日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第133号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第8号）第12条

第１項第6号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第134号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第135号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第136号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成9年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定により公

告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第137号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
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達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第138号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成9年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第139号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第46号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月８日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第47号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第48号　　

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月14日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第46号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

　（別紙省略）

高 津 区 公 告
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川崎市高津区公告第59号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月５日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第60号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成9年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月９日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第61号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第30号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月９日

 川崎市宮前区長　南　昭　子　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第31号

　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成9年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定により公

告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市宮前区長　南　昭　子　　

　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第36号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します｡

　　令和４年９月１日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第37号
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　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第6号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月１日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第38号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の2の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月９日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料

第１期

以降

令和４年９月30日

（第１期分・第２期分）
計１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第39号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します｡

　　令和４年９月12日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第40号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第6号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月12日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第41号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第42号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の2の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。



川 崎 市 公 報 （第1,851号）令和４年(2022年)９月26日

－3599－

　　令和４年９月９日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料

第１期

以降

令和4年9月30日

（第1、2期分）
計１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第43号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月12日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

　（別紙省略）

辞　　　　　令

令和４年９月１日付人事異動

（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

健康福祉局保健医療政策部担当部長

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保健

施策担当）事務取扱

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・北部担当）事務取扱

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・南部担当）事務取扱

川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）事務取扱

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）事務取扱

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）事務取扱

幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務

所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科保

健・南部担当）事務取扱

半　澤　元　章

健康福祉局保健医療政策部担当部長

健康福祉局保健医療政策部担当部長（歯科保健

施策担当）事務取扱

（課長級）

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・南部担当）

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保健

施策担当）兼務

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・北部担当）兼務

川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）兼務

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）兼務

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）兼務

幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務

所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科保

健・南部担当）兼務

溝　口　恭　子

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・南部担当）

川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）兼務

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）兼務

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）兼務

幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務

所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科保

健・南部担当）兼務

中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）兼務
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中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）兼務

高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

溝　口　恭　子

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・北部担当）

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保健

施策担当）兼務

健康福祉局保健医療政策部担当課長（歯科保

健・南部担当）兼務

川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）兼務

川崎区役所大師地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）兼務

川崎区役所田島地区健康福祉ステーション担当

課長（歯科保健・南部担当）兼務

幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務

所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科保

健・南部担当）兼務

中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・南部担当）兼務

高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事

務所・保健所支所）地域支援課担当課長（歯科

保健・北部担当）兼務

大　城　暁　子 新任
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（病院局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

８月31日付退職

（部長級）

退職 滝　口　俊　一 市立川崎病院冠疾患集中治療室担当部長

（課長級）

退職 元　村　祐　介 市立川崎病院放射線治療科医長
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